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第１節　内航貨物輸送の現状

内航海運の輸送状況①

第2章　内航海運の現状

鉄道�
4％�

自動車�
55％�
�

内航海運�
41％�
�

（トンキロベース）�

図表2-2-1 輸送機関別のシェア（平成11年度）

図表2-2-2 主要品目の輸送分担率（平成11年度トンキロベース）
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概　要

1．内航海運は、国内貨物輸送の41％を担う。

2．我が国経済・国民生活を支える産業基礎物資である鉄鋼、石油、

セメント等の約8割を輸送しており、これら産業は、内航海運輸送

がなければ生産活動の基盤が失われる。
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内航海運の輸送状況②
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（�）�（注）1トンの貨物を1�運んだ場合の二酸化炭素排出量を換算した重さ�

図表2-2-3 二酸化炭素排出原単位
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（　）の数は、内航海運を100とした場合の指数�

図表2-2-4 内航海運とトラックとの輸送量当たり営業収入（平成10年度）

概　要

1．内航海運はエネルギー効率が高く（トラックの5倍）、地球環境問

題の点で優れている。

2．内航海運は、輸送効率が高く（トラックの5倍）、物流効率化の観

点で優れている。
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内航海運の輸送効率化
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図表2-2-5 従業員1人当たりの輸送トンキロ

図表2-2-6 1隻当たりの平均総トン数の推移（内航貨物船）
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概　要

Ｈ1年度と比べ、従業員（内航船員）1人当たりの輸送トンキロ（H11

年度）は5割増、1隻当たりの平均総トン数（H12年度）は3割増となっ

ており、内航海運の輸送効率化は着実に進展が図られてきている。
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第2節　内航海運事業の現状

内航海運の産業構造①

代表的会社20社�
許可運送事業者�
（731事業者）�

内航海運事業者合計�
（5,363事業者）�

許可貸渡事業者�
（3,024事業者）�

届出事業者�
（1,608事業者

H13.3.31現在�
�

いわゆる「一杯船主」と呼ばれ
る使用船舶が１隻以下の許可
オーナー（1,893事業者）及び
届出事業者が全体の約7割を
占めている�
�

図表2-2-7 内航海運事業者の構造

概　要

1．内航海運事業者数　5,400事業者　99.3%が中小企業

2． オペレーター：荷主の要請に応じて貨物を運送

内航海運事業　　（運送事業者）

オーナー ：船舶をオペレーターに貸渡し、実

（貸渡事業者）際の運航を担う

オペレーター 731事業者

許可事業者

オーナー 3,024事業者

届出事業者　（オペレーター＋オーナー）1,608事業者
(注) 1.許可事業者は100総トン以上である。
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内航海運の産業構造②

主要積荷�
�

代　表　的　会　社　20　社�
�鉄　　鋼�

石　　油�

セメント・紙�
・自動車�

コンテナ・�
雑貨�
�

エヌケーケー物流、住金物流、日鐵物流、神鋼物流�

鶴見サンマリン、上野トランスティック、宗像海運、�
田淵海運、旭タンカー、第一タンカー�
�
東海運、宇部興産海運、親和内航海運、栗林商船、�
フジトランスコーポレーション�
�
川崎近海汽船、日本通運、日本海運、日本マリン、近海郵船�

図表2-2-8 内航海運の代表的会社20社

3%

30%�
�

20%

許可運送事業者総数�
に占める割合�

�

総売上高に占める割合�
�

総船腹量に占める�
支配船腹の割合�

�

図表2-2-9 代表的会社20社の全体に占める割合

概　要

内航海運事業は、代表的オペレーター会社20事業者で、総売上高の

20%、総船腹量の30%を占めている。
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内航海運業の船どころ

中国地方�

事業者数� 全国に対する割合�

1,407 26%

1,042 19%

1,233 23%

3,682 68%

四国地方�

九州地方�

3地方合計�

石田町（53）�

日生町（90）�

家島町（154）�

鹿児島市（32）�

松島町（87）�
大矢野町（42）�
龍ヶ岳町（38）�
�
�

倉橋町（119）�
広島市（111）�
音戸町（45）�
下蒲刈市（33）�
�
�
�

阿南市（100）�
徳島市（46）�
鳴門市（30）�
�
�
�

波方町（108）�
伯方町（94）�
今治市（83）�
松山市（37）�
新居浜市（31）�
�
�
�

北九州市（108）�
下関市（46）�
�
�

徳山市（34）�
�

笠岡市（38）�
�

（　）：内航海運事業者数�
　　　〔３０事業者以上〕�

H13.3.31現在�

図表2-2-10 内航海運事業者の多い地域

概　要

1．瀬戸内地方、九州地方には、いわゆる｢船どころ｣と呼ばれる地域

があり、内航海運業や中小造船業などの内航関連産業が当該地域

の基幹産業として大きな役割を果たしている。

2．3地方合計の内航海運事業者数の全国数に対する割合は、ほぼ7割

に達している。

3．また、当該地域において30以上の事業者数を有する市町は23市町

で、1,559の事業者（全国に対する割合は29％）が集中している。
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内航海運の経営と規制緩和の状況
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万円/月�

年度�

図表2-2-11 用船料の推移

図表2-2-12 規制緩和の経過

昭和39年 内航ニ法（内航海運業法、内航海運組合法）成立�

 41年 内航海運業法改正（事業を登録制から許可制に変更）�

  スクラップ・アンド・ビルド方式による船腹調整事業開始�

 46年 100総トン未満の事業者は届出制に緩和�

平成 8年 オペレーターの許可基準船腹量の緩和�

  沖縄航路等6運賃協定廃止�

 10年 スクラップ・アンド・ビルド方式による船腹調整事業解消�

  内航海運暫定措置事業導入�

 11年 内航タンカー等2運賃協定廃止�

概　要

1．内航海運は、近年の産業構造や輸送環境の変化に対応して輸送コ

ストの削減が強く要請されており、厳しい経営環境にある。

2．内航海運の運賃・用船料は、国内景気の停滞、船腹過剰等により

近年低下傾向にあったが、貨物船については12年度から上昇に転

じつつあり、油送船は概ね横ばい又は低下傾向となっている。



第二部　海事産業の現状と動向　155

第
Ⅱ
部

内航海運の財務状況

負債及び資本の部 �
2,395

資産の部 �
2,395 

負債及び資本の部 �
502

資産の部 �
502 

資本�
510（21%）� 流動資産等�

1,060（44%）�

固定資産�
1,335（56%）�

船舶等�
1,015【76％】�

投資等�
320【24%】�

負債�
1,894（79%）�

資本�
28（6%）�

流動資産等�
123（25%）�

固定資産�
379（75%）�

船舶等�
327【86%】�

投資等�
52【14%】�

負債�
474（94%）�

平成11年度、単位：百万円�
注： （  ）内は各部に対する,�
       【  】内は固定資産に対  �
      する割合�
�

オペレーター�

オーナー�

図表2-2-13 内航海運の財務状況

概　要

内航海運事業者の固定資産に占める船舶等の割合は、オペレーター

が76%、オーナーが86%であり、船舶等に依存した資産構成となって

いる。

また、自己資本比率は、オペレーターが21％、オーナーが6%であり、

特にオーナーについては、非常に脆弱な経営基盤となっている。
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内航船腹の需給ギャップ

好景気� 船腹不足� 船舶建造� 景気後退�
・船腹過剰�

�

図表2-2-14 内航船腹の需給ギャップが生じるサイクル

図表2-2-15 船腹過剰率の推移

H12H11H10H9H8H7H6H5H4H3H2H1S63S62S61S60
-10

-5

0

5

10

15

20

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

船
腹
過
剰
率
（
%
）
�

G
D
P
対
前
年
度
比
（
%
）
�

貨物船�
油送船�
GDP対前年度比�

年度�

概　要

内航海運は、主要貨物が産業基礎物質であり、市況変動による生産

調整等の要因で輸送需要が大きく変動するのに対し、供給面での機動

性を欠くため、船腹需給ギャップが生じやすい構造。
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内航海運の船腹量構成①

0 1000 2000 3000 4000 5000

特殊タンク船�

油送船�

土・砂利・石材専用船�

自動車専用船�

セメント専用船�

貨物船� 4,168 

186

54

924

1,320

433

隻�

図表2-2-16 内航船舶の船種別隻数
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油送船�
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貨物船�
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1,582

449
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521

797

227

千総トン�

図表2-2-17 内航船舶の船種別船腹量

概　要

・内航海運の船腹量は、7,085隻、374万総トンである。

・なお、許可船舶（100総トン以上）では、4,953隻、367万総トンであ

る。

（平成13年3月31日現在）
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内航海運の船腹量構成②

～199��
54%200～499��

28%

500～699��
6%

700～999��
4%

1,000～4,499��
7%

4,500�～�
1%

（平成13年3月現在）�

図表2-2-18 内航船舶の船型別船

腹量（隻数ベース）

（平成13年3月現在）�

老朽船��
45%船齢14年未満�

の船舶��
55%

図表2-2-19 内航船舶の船齢別船

腹量（隻数ベース）

20

25

30

35

40

S60 S62 H1 H3 H5 H7 H9 H11H12
年度�

％�

図表2-2-20 老朽船比率の推移

（総トン数ベース）
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477
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527

図表2-2-21 1隻当たりの平均総

トン数の推移（内航貨物船）

概　要

内航船舶は、徐々に大型化、近代化しているものの、コスト競争力

等の面で劣る小型･老朽船が多い。

①200総トン未満の小規模船舶 ：54%（隻数ベース）

②老朽船（船齢14年以上の船舶）：45%（隻数ベース）
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内航船舶の建造状況
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図表2-2-22 内航船舶の建造実績の推移

概　要

1．内航船舶の建造は、国内景気の停滞、船腹過剰等により近年低調

である。

2．建造船舶のうち毎年度概ね10万総トンは、事業団による共有建造

船である。




